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〒850-0861

長崎市江戸町5-8第5一ノ瀬中央橋ビル306

国交省マンション政策諮問団体

長管連は全管連の一員として国交省住宅局の諮問

機関です。

マンション問題

      を解決する

NPO法人

長崎県マンション管理組合連合会

長管連入会のご案内
お気軽にご相談ください!
ＮＰＯ法人長崎県マンション管理組合連合会は法人

として自立､独立した活動をしています｡そのためには

運営基盤を確立しなければなりません。

入会金､年会費は下記の通りです。

〇正会員(管理組合)…… 入会金 １０,０００円

            年会費 １０,０００円

               ＋３００円×戸数

〇正会員(個  人)…… 入会金 １０，０００円

            年会費  ５，０００円

〇賛助会員(企業･団体)…入会金 ２０，０００円

            年会費 ２０，０００円

特定非営利活動法人長崎県

マンション管理組合連合会

定款
第２章 目的及び事業

（目的）

第３条 この法人は、長崎県内のマンション

に係る管理組合、団体、県民等幅広い人々

に対してマンションの管理運営、建物及び施

設の保全に関する支援を行うことにより、適

正なマンション形成によるまちづくりの推進

に寄与することを目的とする。

このリーフレットは､公益財団法人県民ボランティア

振興基金の支援を受けて作成しました。

長管連の歩み
・1999(平成11）年10月

長崎市内のマンション管理組合理事長経験者の３名が発起

人となり、マンション問題を考える勉強会・研究会を発

足。

・2002（平成14）年4月
全国マンション管理組合連合会（全管連）へのオブザー

バー参加。

・2005（平成17）年
「長崎県マンション管理組合連合会」へと名称変更。

・2008（平成20）年7 月

長管連のホームページは下のQRコードから入れます。



大規模改修工事の

長管連方式とは

長管連ホームページはQRコードから入れま

す。
長管連の事業

(1)情報提供

①マンション運営に関する各種相談

②研修会やセミナー開催、講師派遣

③『長管連号外』の作成・発行

④マンション実態調査

（２）専任顧問による相談・指導・アドバイス

①法律関係 顧問弁護士(マンション学会員)

②大規模改修工事に関するアドバイス 

            （建築士、施工管理技士）

③保険相談 集合住宅専門顧問

長管連事務所

無料相談会のお知らせ
〇毎月、土日を除く １３：００～１６：００ 

場  所：長管連事務所（下図参照）

〒850-0861
長崎市江戸町５ー８第5一ノ瀬中央橋ビル306号
TEL＆FAX０９５－８２１－３３００

携 帯：０９０－８６２４－５８４７


